
キャリアアップ助成金
社会保険適用時処遇改善コース

～実践編～



社会保険適用時処遇改善コースの内容は？

（１）手当等支給メニュー
事業主が労働者を社会保険を加入させる際に「社会保険適用促進手当を支
給することにより、労働者の手取り収入を減らさないようにするメニュー
※１年目から段階を踏んで働き方を変えてゆき、３年目に労働時間の延長をして年収の
壁を超える働き方をしたい方等に対応しています

（２）労働時間延長メニュー
労働時間を延長することにより社会保険に加入させる、または社会保険に
加入させた際に労働時間を延長するメニュー
※すぐに労働時間を延長して年収の壁を超えたい方に対応しています

（３）併用メニュー
（１）と（２）の併用メニュー
※１年目に手当等支給メニューに取り組み、２年目に労働時間を延長して年収の壁を

超える働き方をしたい方に対応しています



キャリアアップ助成金の申請までの流れ

①

②

④

③



キャリアアップ計画とは？
有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるた
め、今後の大まかな取り組みイメージをあらかじめ記載するものです。

対象者

活用する
助成金のコース

目標

期間

目標達成のために
事業主が行う取り組み



キャリアアップ計画作成のための事前準備

年末年始などの人手不足の見込みを踏まえ、対象労働者の働き方の
希望を把握し、仕事内容や処遇について話し合う面談を実施する

助成金による支援メニューを活用しながら解決策を検討する

社会保険制度の概要や、メリットについて対象労働者に周知する

自社の状況や従業員のニーズを再確認して、どんな取組が必要か、どのメニューが
活用できるかイメージできたら、キャリアアップ計画を作成しましょう





キャリアアップ計画書の書き方①

コースを実施する前日までに
労働局長に提出してください●対象労働者と、その労働者の就業状況に

合わせた申請メニューを基に、キャリア
アップ計画書を作成します

●計画の作成に当たっては、労働者から意
見を聴取し、計画に反映させましょう

労働者からの意見聴取について、該当す
るものを選択してください



キャリアアップ計画書の書き方②

日本標準産業分類
をご参考に、主た
る産業分類を記入
してください

キャリアアップ管理者と
同じ方でも差し支えありません

企業（法人）全体の対象労働者
数を記入してください

キャリアアップ管理者は、以下の①～③を満たす者であることが要件となっています
①事業所（雇用保険適用事業所）の労働者、事業主または役員のいずれかの者
②同一法人等の他の事業所ですでにキャリアアップ管理者となっていない者
③労働組合等の労働者の代表ではない者



キャリアアップ計画書の書き方③

キャリアアップ計画書は当初の予定を記載し
ますので、内容を随時変更できます。実施す
るコースを追加する場合には変更届けの提出
が必要です。
実施するコースに関する記載が無い場合には
助成金は受給できません！

キャリアアップ計画の取り組みを講じる期間を、
３年以上５年以下で設定してください。
なお、計画期間の始期はキャリアアップ計画の
提出日の翌日以降にしてください。

取り組みを開始する予定の
年月を記入してください

社会保険適用時処遇
改善コースに○を付
し、(1)から(3)のメ
ニューのうち、取り
組む予定のあるもの
全てに、同じく○を
付してください



キャリアアップ計画書の書き方④
対象者の意向や事業所の雇
用管理状況を踏まえ、計画
作成時点の、メニューごと
の見込み人数を記入してく
ださい。
（後日、人数が増減しても
変更届けは不要です）

取り組む予定のあるメニュー
を全て選択してください

取組内容を確認の上、当てはま
るものを全て選択してください

手当等支給メニュー、併用メニューに取
り組む予定がある場合には、計画作成時
点で実施を検討している措置を全て選択
してください

労働時間延長メニュー、併用メニューに
取り組む予定がある場合には、計画作成
時点で実施を検討している措置を全て選
択してください

社会保険適用時処遇改善コースは、
令和８年３月３１日までに行われ
た取組（対象者）(対象者の社会
保険被保険者としての適用）に対
して支給申請を受け付ける時限措
置となります。

！



6か月後の支給申請に必要な書類

●キャリアアップ助成金支給申請書

●支給要件確認申立書

●対象労働者の取り組み開始前後の雇用契約書
または労働条件通知書の写し

●対象労働者の取り組み開始前後の賃金台帳の写し

●その他取り組み内容等により必要な書類



支給申請書の書き方①
様式第1号



支給申請書の書き方②

社会保険労務士以外の方が代理人
の場合、身分を確認させていただ
く場合がありますので、身分証を
お持ちください

事業主名を記載してください

様式第3号

申請期間は、支給対象期間分
の賃金支払日から2か月以内

静岡

申請するコースに○をつけます 助成金の種類によっては併給
できない場合があります



支給申請書の書き方③－１ 手当等支給メニュー

対象労働者について、支給対象時期
ごとに、人数を記載してください

４ 400,000



支給申請書の書き方③－２ 手当等支給メニュー

一時的な手当の金額が「労働者負担の社
会保険料」と同額以上の場合は記載不要

６か月の間に、適用される標準報酬月額に変更が
あった場合に記載してください

賞与の支給に伴って発生した「労
働者負担の社会保険料」と同額以
上の一時的な手当等を支給してい
る場合は記載不要



支給申請書の書き方④－１ 労働時間延長メニュー

対象労働者について、延長した時間ごとに人数を記載してください



支給申請書の書き方④－２ 労働時間延長メニュー

小数点第２位を切り捨ててください

（この例だと5.769→5.7）

延長時間数が４時間未満の場合に
記載してください



支給申請書の書き方⑤－１ 併用メニュー

対象労働者について、支給対象時期ごと、延
長した時間ごとに人数を記載してください

１年目の取組についての申請書です
手当等支給メニューの取組を実施した
労働者について記載してください。
記載のしかたは「支給申請書の書き方
③ー１」と同じです。



支給申請書の書き方⑤－２ 併用メニュー

１年目に手当等支給メニューの取組を行い、２年目に労働時
間延長メニューの取組を行います。
記載のしかたは「支給申請書の書き方③ー２」と同じです。



支給申請書の書き方⑤－３ 併用メニュー

２年目の取組についての申請書です
労働時間延長メニューの取組を実施し
た労働者について記載してください。
記載のしかたは「支給申請書の書き方
④－１」と同じです。

対象労働者について、延長した時間ごとに
人数を記載してください



支給申請書の書き方⑤－４ 併用メニュー

労働時間延長メニューは２年目の取組のため、第３期からの提出と
なります。記載のしかたは「支給申請書の書き④ー２」と同じです



キャリアアップ助成金 各コースのご案内

※このコースは、同一の対象者について、社会保険適用時処遇改善コースとの併給はできません

年収の壁を意識しない働き方ができるようにする他にも、労働者の処遇改善のための取組
を行った事業主は、キャリアアップの他のコースも活用することができます



キャリアアップ助成金 各コースのご案内



厚生労働省キャリアアップ関連HP

キャリアアップ助成金
社会保険適用時
処遇改善コース

キャリアアップ助成金
申請様式ダウンロード

社会保険適用拡大
特設サイト



お問い合わせ先

キャリアアップ助成金についてのお問い合わせ

静岡労働局 助成金センター

TEL：054-653-6116
Mail：22000-joseikin@mhlw.go.jp


